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令和 5 年度 第 2 回総合教育会議 会議録 

 

日 時 

 

出席者名 

 

 

出席を求めた事務局職員  

 

 

 

 

 

 

 

議 題 

 

 

 

 

議事録署名者 

 

傍聴者 

 

開 会 

事務局(企画政策課長) 

 

 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6 年 2 月 22 日（木）15 時 30 分～16 時 52 分 

 

深浦市長、松本教育長、酒見教育委員、山口教育委員、西山教育

委員、藤田教育委員 

 

総合政策部長（東嶋）、教育部長（梶原）、企画政策課長（岩﨑）、 

学校教育課長（杉原）、生涯学習課長（伴）、市民図書館長（鴻上）、

スポーツ課長（金子）、国スポ・全障スポ推進課長（松尾）、 

プロジェクト推進課長（吉永）、学校教育課指導主事（前田）、 

学校給食センター所長（浦川）、企画政策課副課長兼総合教育推

進係長（内山）、企画政策課総合教育推進係副主幹併教育総務課

総務企画係長（南里）、学校教育課学校教育係長（田中） 

 

（1）いじめ・不登校の現状と対策について 

（2）教育ＤＸの推進について 

（3）市民図書館について 

（4）学校給食費の支援について 

 

藤田教育委員 

 

3 名 

 

 

ただいまから令和 5 年度第 2 回総合教育会議を開会します。 

はじめに、深浦市長からご挨拶を申し上げます。 

 

 皆さんこんにちは。本日は第 2 回総合教育会議にご出席いただ

きましてありがとうございます。早いもので、今日はもう 2 月 22

日です。今年の全国的な話題としては、やはり能登半島地震とい

うことで、伊万里市からも職員を 3 名派遣することとし、そのう

ち 2 名は派遣を終えて帰ってきています。場所によっては被害が

甚大であったり、泊まる所も限られていたなど、実際に現場に出

向いた職員の話をいろいろと聞きました。一方で、伊万里市につ

いては新春から穏やかな日の中で、1 月の行事としては、昔は成人

式と呼んでいた二十歳の集い、それからハーフマラソン、消防の



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局(企画政策課長) 

出初式等が順調に終わったところです。また、先週は県内一周駅

伝があり、伊万里市チームも頑張りました。市役所職員も 4 人も

出場し、よく頑張ったと思いました。 

 今日は第 2 回目の総合教育会議ということで、議題についてい

ろんなご意見をお聞きしたいと思います。今日は朝から、令和 6

年度の予算について記者発表したところであり、教育関係につい

ても発表しています。昼からは企業訪問があり、東山代小学校の

前を通りましたが、通るたびに鉄骨が組みあがっていくなど、完

成を楽しみに思いながら見てきました。東陵中学校についても、

統合に向けだいぶ話が進んでいます。また、給食センターについ

ても予算を付けて、9 月からアレルギー対応を行っていきたいと思

います。ほかに、私としても嬉しく思っていますのが、伊万里中

学校の武道館が出来上がります。校門の入口も変わっており、3 月

には全部出来あがって落成式ができるということで、本当に楽し

みにしています。 

令和 6 年度についてはこれからの議題にもありますが、これま

で伊万里市の財政の健全化を図ってきました。子ども達のために

何ができるかという中の一つとして、今のひまわり園の跡に、名

称としては「きらら」とつけるつもりですが、条例を作って来年

の今頃から子どもの第三の居場所ということで運営を始めたいと

思っています。ここでは安全安心な居場所、家庭以外の居場所と

いうことで、生活習慣の形成や学習や学びの場の提供などをやっ

ていきたいと思っています。そのほかには、デジタル教育関係、

それから理科室や音楽室などの特別教室へのエアコンの設置、Ｄ

Ｘ関係など、いろいろな予算を計上しています。 

今日は限られた時間ではありますが、皆様のご意見を伺いなが

ら進めていきたいと思います。教育については、教育委員会が行

うことと、伊万里にはデジタルや AI などの企業もありますので、

そういったところに協力していただきながら子ども達のために行

えることもあります。図書館についても、カーボン・ニュートラ

ル図書館として整備をします。新年度には太陽光の為の予算を

9,000 万円ほど計上しておりますが、SDGs が体験できる場所とし

て整備していきたいと思っていますので、委員の皆様の忌憚のな

いご意見をお願いいたしまして、私からのあいさつとさせていた

だきます。 

本日はよろしくお願いします。 

 

 続きまして、松本教育長からご挨拶をお願いします。 
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局(企画政策課長) 

 

 

藤田教育委員 

 

事務局(企画政策課長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（市長） 

 

 

こんにちは。私の方からもご挨拶を申し上げたいと思います。

市長部局と教育委員会では、常日頃よりいろいろな場面で連携し

ながら教育行政の推進を図らせていただいており、ありがたく思

っています。先ほど市長からも紹介がありました伊万里ハーフマ

ラソンについては、全国から 3,000 人近いランナーが来て、伊万

里の街を賑わせてくれました。先ほどは定例教育委員会を開催し

て皆様にご審議いただいたところですが、その中でもご紹介しま

した卒業式につきましては、来月 3 月 8 日に市内の中学校と義務

教育学校、その 1 週間後の 3 月 15 日には小学校の卒業式が開催さ

れます。コロナ禍ではなかなかできなかった大きな声での校歌斉

唱等が聞けるのではないかと思っています。ご参加をよろしくお

願いしたいと思います。 

 教育現場におきましては、ご存じのとおり様々な課題等があり、

今日の議題にもありますいじめ・不登校への対応を含め、教職員

の業務改善など、いろんな分野で教育委員会だけでは対応が困難

であるという事案がたくさんございます。未来を担う子ども達の

ために、今回のこの総合教育会議が有効な場となることを期待し

ています。本日はどうぞよろしくお願いします。 

 

続きまして、議事録署名者の選任をさせていただきます。藤田

教育委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

それではまずご案内です。この総合教育会議につきましては、

法に基づき公開としておりますが、同じく法に基づき、個人情報

に触れる部分等ではこの限りでないとされておりますので、会議

の過程において個人情報などに議論が及ぶ場合には傍聴人の方に

ご退席いただくことがありますので、あらかじめご了承いただき

たいと思います。 

ここからは、設置要綱に基づき市長が会議の議長になるとされ

ていますので、以降の進行につきましては市長にお願いしたいと

思います。深浦市長よろしくお願いいたします。 

 

それでは設置要綱に基づき、私が議長として議事の進行をした

いと思います。では初めに（1）いじめ・不登校の現状と対策につ

いて、学校教育課から説明をお願いします。 
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学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校教育課です。冊子の 1 ページ①いじめ認知の現状について

報告します。比較のために括弧書きで昨年度の件数も示していま

す。今年度 1 月 31 日現在のいじめ認知件数ですが、小学校 495 件、

中学校 290 件、合計 785 件となっています。昨年度と比較します

と件数が増加していますが、軽微と思われるものでも各学校でい

じめとして認知し、しっかりと組織で対応することで苦しんでい

る子を少しでも早く救ってあげようとし、また、同じようなこと

が起こらないようにしていこうとする姿勢が、認知件数の増加と

なって表れているものと考えられます。今のところはいじめの重

大事態は起きていませんが、様々ないじめが起きていることや、

きちんと対応しておかないと重大事態になり得るいじめもあって

いることを受け止め、今後も危機感を持ちながらしっかりと組織

で対応していけるよう、各学校にも指導していきたいと考えてい

ます。いじめの事案としましては、最も多いのが「ア：冷やかし

やからかいなど嫌なことを言われる」で、続いて「ウ：軽くぶつ

かられたり遊ぶふりをして叩かれたり蹴られたりする」が多く、

無視をされたり嫌なことをされたといったものが多く報告されて

います。また、最近増加の傾向にあるのが「ク：パソコンや携帯

電話等で誹謗中傷や嫌なことをされる」となっています。 

 2 ページをご覧ください。②いじめの対策としましては、これま

で同様に、資料にあげていますような対策をとっています。伊万

里市いじめ問題対策委員会の中で、実際に起きた SNS によるいじ

め事案をひとつの事例として、その際の学校でのいろいろな対応

などの報告とともに、困ったこと、例えば学校がここまで踏み込

むべきだろうか、保護者への対応をどうすればよかったのだろう

か、ということについても、いじめ問題対策委員会の委員には、

警察や弁護士や医者などにも入っていただいていますので、それ

ぞれの立場からも意見をいただきました。それをまとめて校長会

でお示しをし、各学校で同様の事案が起きた時にはこういった対

応をぜひ参考にしてくださいということで広めました。こういっ

たことを今年度の新たな取り組みとして行ったところです。 

続きまして、③市いじめ防止対策等緊急スクールカウンセラー

の活用状況についてですが、今年度は 1 月 31 日現在で 6 件派遣を

しています。派遣した内容としましては、問題行動から派生した

相談のほか、特性のある児童生徒がいじめの被害者や加害者にな

るかもしれないという心配がありまして、それに伴って行ったカ

ウンセリングです。 
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議長（市長） 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、④不登校の現状について報告します。30 日以上欠席の児

童生徒の人数は、1 月 31 日現在で、小学校は 52 名、中学校は 95

名、合計 147 名となっております。小学校 52 名のうち、40 名が心

因性によるもの、12 名が家庭の事情によるものです。中学校 95 名

のうち、87 名が心因性によるもの、8 名が家庭の事情によるもの

となっています。この状況を見ますと、小学校は少し減ってきて

おり、中学校は少し増えてきているといった状況が見られます。 

続いて⑤不登校対策についてですが、スクールカウンセラーや

スクールソーシャルワーカーに連絡し、継続的な家庭訪問の実施

や関係機関との連携を進めているところです。関係機関としては、

教育支援センターせいらの活用や、医療機関、NPO 等の民間団体と

の連携を図っているところです。 

最後に⑥教育支援センターせいらの状況です。令和 5 年度の 1

月末現在で 30 名が通級しており、内訳は小学生が 14 名、中学生

が 16 名という状況です。年度途中で 2 名が学校復帰をしておりま

す。今年度は小学生の通級が増加しています。せいらでは、入級

している児童生徒の社会との関わりを少しでも増やすため、韓国

の方との交流や体験活動なども企画して実施していただいている

ところです。またパソコンの整備も行っており、今年度導入した

デジタルドリルも活用できる状況にあります。 

説明は以上です。 

 

ただいま、いじめ・不登校の現状と対策について説明がありま

したが、皆様からのご意見等をお伺いしたいと思います。どうぞ

よろしくお願いします。 

 

いじめの認知件数を見ると件数が増えているように思ったので

すが、先ほどの説明にもあったように軽微なものでもいじめとみ

なすということであり、その覚知のきっかけを見ると「アンケー

ト調査等学校の取り組みにより発見」が 539 件となっていますが、

こういったアンケートがあることで言いやすい部分もあるのかと

感じました。いじめは無くならないといいますが、先生方も解決

に導くためにご苦労されており、双方の生徒や保護者に説明をし

なければならないのかと思うとやはり解消するまでに時間がかか

るのかと思います。少しでもいじめがなくなるように心から祈り

たいと思います。不登校についてはせいらの方で支援していただ

いているところですが、今日、別件で生涯学習課に行き、せいら

と同じフロアにいましたところ、せいらの方が賑やかで、とても
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議長（市長） 

 

 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

 

 

 

 

議長（市長） 

 

学校教育課長 

 

香ばしい香りも漂ってきていましたので、何があっているのだろ

うと思い、先生にお尋ねに行ったところ、本日韓国の方たちがお

見えになってたこ焼きやチヂミを作っておられるということでし

た。韓国の方の参加者が多かったようで、2 クラスでやられていた

のですが 30 人以上はおられたように思います。こういった異文化

交流のような環境で子ども達が楽しめるという場があるのはすご

くいいことだと思います。ほかの自治体の話ですが、異世代交流

といいますか、中学生と赤ちゃんの交流の場を設けているという

話を伺いました。その中に不登校の子たちも一緒に居てくれて、

ポスター作りなどいろんなことを先駆けてやってくれたという話

を聞きました。そのように、役割を持たせるのはすごくいいこと

だと思いますし、教室に入れない子や学校を渋っている子たちが

率先して参加してくれるような場があるということがすごくいい

と思いました。それは市がバックアップしてやられているのだと

聞き、学校単位で動くのは難しいと思いますので、ありがたいこ

とですよねと話してきました。子どもも少なくなってきており赤

ちゃんと接することも少なくなっていると思いますので、こうい

う交流の場があるのは素晴らしいことだと思いました。不登校の

子たちも、学校に行きなさいということではなく、孤立させない

ような場をつくることはとても大切だと思いました。以上です。 

 

ありがとうございました。今の件について教育委員会から何か

ありますか。いろんなご意見を伺いましたので、私からも後でお

話をさせていただきたいと思います。 

他にご意見等はありませんか。 

 

いじめ対策の中で「情報共有と一人で抱え込まない組織的対応

への意識改革」という項目があり、情報共有はいじめ対策でも肝

になる部分だと思います。その範囲はどうなっているのでしょう

か。例えば担任の先生と校長先生なのか、もしくは先生全員だと

か、それに加え保護者もなど、情報共有の範囲はどこまでという

決まりやマニュアルがあるのでしょうか。またそのタイミングな

ども決まっているのでしょうか。 

 

先ほどの件について、教育委員会からの回答をお願いします。 

 

先ほど言われたように、情報共有は非常に大切な部分です。範

囲といいますか、内容によっていろいろと変わってくると思いま
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Ｂ委員 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

議長（市長） 

 

 

 

 

Ｄ委員 

 

 

 

 

 

学校教育課指導主事 

 

 

 

 

 

議長（市長） 

 

Ｃ委員 

 

 

 

 

 

す。担任等から情報が上がってきて覚知し、調べた結果認知とい

うことになった場合は、各学校で組織しているいじめ対策委員会

がありますので、そこで情報をしっかり共有して対策を考えてい

くという流れで行っています。 

 

保護者には、すぐには情報がいかないのでしょうか。 

 

 ケースバイケースではありますが、基本的に、保護者には早く

情報が行きます。特に被害と思われるお子さんについては、詳し

い内容がわからなくともまず保護者の方に伝えることとしていま

す。加害の方については、もう少ししっかりと調べてからきちん

とした事実を保護者に伝えるということが多いです。 

 

 Ｂ委員よろしいでしょうか。（はい） 

なかなか難しい問題で、ケースにより変わるのではないかと思

いますが、Ｂ委員の意見については教育委員会でも参照にさせて

いただきたいと思います。ほかにございませんでしょうか。 

 

認知件数が 785 件ということで、認知したものはすべて指導が

行われているものと思います。その後は 3 か月の経過観察が必要

だったと思いますが、解決したものはどのくらいあるのでしょう

か。件数ではなくパーセントでも構いませんので、教えていただ

ければと思います。 

 

 現在、3 か月を超えている事案は、小学校で 290 件で、そのうち

278 件がすでに解消という報告を受けています。残り 12 件は未解

消で、その後の経過を見ているところです。中学校では 3 か月を

超えている事案は 187 件で、うち 158 件は解消しており、残り 29

件は未解消で、その後の経過を見ている状況にあります。 

 

 ほかにありませんか。 

 

 いじめや不登校は個々に背景が違っておりますので、それに対

応していただいている方々には感謝したいと思います。ここに書

いてないようなところでもたくさんの努力をされてあるのだと思

います。そのうえで、ひとつ質問があり、もうひとつはお願いが

あります。一つ目ですが、不登校の子どもは 1 月末時点で 147 人

ということですが、この子ども達の学習保障についてはどのよう
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学校教育課指導主事 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ委員 

 

 

 

 

議長（市長） 

 

 

 

 

教育総務課総務企画係長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なことが実施されているのでしょうか。もうひとつは、せいらの

存在は本当にありがたいのですが、保護者の都合で送迎ができず、

遠隔地に住んでいるなどでせいらに通えない子についての対策に

ついて、既に何らかの工夫などをされてあるのであれば教えてい

ただければと思います。 

 

 不登校の児童生徒への学習保障についてですが、現在、児童生

徒はひとり一台端末を持っていますが、それの持ち帰りによって

家で学習できるようにしています。今年度 1 月からデジタル教材

も導入しましたので、そちらも少しでも力になればと思っていま

す。せいらに通えない子に関しても、同じようにパソコンを家に

持って帰ることで学習保障ができないかということで進めていっ

ているところです。 

 

 せいらに通えない子については、外に出るエネルギーがあるの

に、遠隔地であるがために行けない、保護者も仕事の都合で送迎

ができないという事情を抱えた子もいると思います。そういった

子への対応についてもご配慮いただけたらと思います。 

 

 ほかにありませんか。（なし） 

 ないようであれば、最後の方でまた質問などお受けしたいと思

いますので、次に進みたいと思います。 

では（2）教育ＤＸの推進について、説明をお願いします。 

 

 冊子 3 ページをお願いします。教育総務課からは（2）教育ＤＸ

の推進についてのうち、①学校徴収金管理システムについてご説

明いたします。令和 4 年度から市内全ての小、中、義務教育学校

において、給食費等の学校徴収金の徴収方法を現金徴収から口座

振替に統一し、学校徴収金管理システムにより運用することとし

ています。システム導入前の課題については、一つ目は、令和 2

年に市内の学校で実施された調査結果によりますと、児童生徒か

らの現金の受領、現金の確認、支払いや会計業務等にかかる時間

が全学校で年間 16,700 時間となっており、徴収業務が教職員の大

きな負担となっていました。二つ目は、給食費等の学校徴収金の

年間金額が令和 2 年当時で約 2 億 9 千万円と多額であり、現金徴

収では児童生徒が現金と封筒で持ち歩くというリスクもあったと

いうことで今回導入し、令和 4 年度から開始したところです。 

システムの導入効果としては、学校での徴収金管理業務に要す
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学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る時間が、年間で約 16,700 時間から約 6,800 時間となっており、

約 9,900 時間の削減となっています。これにより、教職員が子ど

も達と向き合う時間の確保が図られるとともに、現金を教職員が

預かることによる紛失等のリスクがなくなり、精神的負担が軽減

されたというアンケート調査結果が出ています。また、口座振替

により、児童生徒が現金を持つことによるリスクも解消されまし

た。 

収納対策については、口座振替日前に学校から保護者等に入金

依頼のメールを配信する等で周知を図るとともに、未納の場合は

納付書を送付したり電話等による督促を行っていただいておりま

す。督促等でも未納の場合には、児童手当の申出書を提出いただ

いたのちに充当等を行っていただいております。システム導入後

の収納率につきましては、学校給食費のみですが、導入前の令和 3

年度の収納率（現年度）が 99.1％でしたが、導入後の令和 4 年度

は 99.8％となり、対前年度比 0.7％増加しております。学校徴収

金管理システムについては以上になります。 

 

 続きまして冊子 4 ページをご覧ください。②校務支援システム

導入等についてです。今年度 1 月に導入した校務支援システムに

ついては、令和 6 年度 4 月からの本格的活用のため、現在は児童

生徒の名簿登録や使用するにあたっての研修会等を開催していま

す。1 月 22 日にまず校長、教頭、教務までの管理職に関係する部

分の研修会、2 月 13 日は一般の先生方、そしてシステムには保健

管理等も入っていますので 2 月 19 日に保健の先生を対象とした研

修会をし、4 月の本格的活用に向けて準備を進めているところで

す。校務支援システムの主な機能としましては、学習者情報管理、

児童生徒の出欠管理、成績管理、通知表・要録・調査書作成、保

健管理、保護者連絡等があります。それぞれの機能を一元的に運

用することで先生方の業務の効率化を進めることが期待されま

す。 

 次に③デジタルドリル、タブレット端末の家庭での Wi-Fi 接続

環境が整ったことについてです。デジタルドリルにつきましては、

今年度 1 月から市内小中学校・義務教育学校全てに導入し、使用

が可能な状況になっています。使用するにあたっては名簿登録等

の準備もありますので、現段階では、既に使用している学校と準

備している学校とがそれぞれあるような状況です。デジタルドリ

ルの主な機能ですが、児童生徒自身が自分の理解度にあった学習

を進めることができるものとなっています。そして自分で学習履
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議長（市長） 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

学校教育課学校教育係長 

 

議長（市長） 

歴を確認することもできます。これらのことから、自分の理解度

にあった学習を進めることができるという良さがあります。教員

にとっても、クラスや個人の理解度を確かめることができますの

で、その子に合った課題を出すということもできます。更に、今

回導入したデジタルドリルはオフラインでも使用できますので、

家庭にインターネット環境等がない場合でもタブレットを持ち帰

れば利用することができるという良さもあり、先ほども不登校対

策のところで学習保障の話が出ていましたが、そういうところに

も活用していきたいと考えています。また、家庭にインターネッ

ト環境やパソコン等があればタブレットを持ち帰らなくてもデジ

タルドリルを使用することができます。そして令和 6 年 1 月から

タブレット端末の家庭等での Wi-Fi 接続環境が整いましたので、

学校にあるタブレット端末を家庭に持ち帰った場合に家庭の

Wi-Fi に接続することが可能となり、家庭に持ち帰っての学習がし

やすい環境ができているという状況です。 

 続きまして④デジタルシティズンシップ教育についてです。ま

ずデジタルシティズンシップという言葉について、聞きなれた方

もおられるとは思いますが、少し説明させてください。デジタル

技術の利用を通じて、社会に積極的に関与し、参加する能力のこ

とで、その能力を身につけることを目的とした教育のことをデジ

タルシティズンシップ教育といいます。令和 6 年度は、子ども達

がデジタルに対して興味や関心を高めることができるように IT 企

業等から外部講師を招いて、その講師が作ったプログラムでドロ

ーンやロボットが動作するような体験や、実際に自分たちでプロ

グラミングしてドローンやロボットを動かず体験を市内全ての中

学校で行う予定としています。なお、先行的に、2 月末より南波多

郷学館で実施する予定としているところです。 

 

ただいま、教育ＤＸについて説明がありましたが、皆様からの

ご質問等はありませんでしょうか。 

 

 家庭の Wi-Fi に接続可能になったとありますが、家庭内でも違

う場所で Wi-Fi に繋ぎ、パスワードなどを入れて使えるようにな

ったということでしょうか。 

 

 可能となっています。 

 

 ほかにありませんか。 
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学校教育課学校教育係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（市長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育総務課総務企画係長  

 

 

 

 

 

議長（市長） 

 

 

 

 

 

 

 デジタルドリルについては、小学校 1 年生から中学校 3 年生ま

ででしょうか。また、どういう教科が入っているのでしょうか。

また、持ち帰ることによって破損などが起きた場合に、自分に責

任がない場合の補償などについてどうなっているのかお尋ねしま

す。 

 

 デジタルドリルにつきましては、小学校 1 年生から中学校 3 年

生あるいは義務教育学校 9 年生まで活用できるものとなっており、

教科については主要 5 教科が入っています。一部、主要 5 教科以

外にも入っていると聞いていますが、今ここで確実に入っている

とお伝えできるのは主要 5 教科となります。持ち帰りにつきまし

ては、原則的には保護者の同意が必要ということになっており、

持ち帰った場合の破損等については家庭でご対応いただくという

ことで、学校内での使用に伴う故障や破損については市で対応す

るということで、そこを区分して対応したいと考えています。 

 

 ほかにないでしょうか。（なし） 

 ないようであれば、私の方から 1 点よろしいでしょうか。学校

徴収金管理システムについて、導入効果はあると思いますが、ま

だ徴収金管理業務に要する時間が 6,800 時間残っているというの

は、どういう部分が残っているのでしょうか。システムが入れば

かなりの部分が無くなると思いますが、まだ 6,800 時間残ってい

ます。これは、誰が、どういうことをやっているのか、教えても

らえますか。 

 

 残りの 6,800 時間の主な業務としては、新入学生等の口座情報

の入力作業、照合作業、あとはシステムで決算関係の書類や未納

の通知文書などが出力できるようになっており、そういった作業

を学校に配置されている県の事務職員に担っていただいています

ので、そこが残っている時間となります。 

 

 これまでかかっていた約 16,700 時間について、そのうち先生方

がどのくらい関わっておられたのかは別にしても、極端に言うと

先生方が直接関わる時間はほぼゼロになったと考えてよいのでし

ょうか。もちろん、未納があればそれに関わっていただくことは

一部あるかもしれませんが、基本的には徴収については先生方の

手から離れてしまったと考えてよいのでしょうか。 
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教育総務課総務企画係長  

 

 

 

議長（市長） 

 

 

 

 

 

 

 

議長（市長） 

 

 

 

市民図書館長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 はい。市長が言われましたように、一部の業務には先生方も入

っていただいていますが、現金の取り扱いからは先生方は離れら

れているという状況です。 

 

 わかりました。導入した甲斐があったということですね。徴収

業務に関わっていただくよりも、勉強などで子ども達に向き合う

時間が確保できるということが大事ですので、100％は難しいにし

てもできるだけ事務の方や教育総務課でやって、ぜひ先生方の負

担がゼロになるということを目指して進めてください。もし必要

であればそういった予算は付けたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

 

 ほかにありませんか。（なし） 

 ないようであれば、次に（3）市民図書館について、説明をお願

いします。 

 

 市民図書館です。資料 6 ページをご覧ください。開館 30 周年及

びＧＸの拠点化について、併せてご説明いたします。令和 7 年 7

月 7 日に市民図書館は開館 30 周年を迎えますが、それを期して、

館内設備の省エネ性能を高めるとともに、図書館としての機能性

と快適性を向上させ、市民に長く愛される図書館を目指してまい

りたいと考えています。この事業のコンセプトですが、三つのキ

ーワードを設定しています。一つ目は学び、二つ目に遊び、三つ

目に子どもでございます。この学び・遊び・子どもの三つに加え、

図書館はご存じのとおり市民と行政との協働で培ってきたこれま

での実績と図書館のポテンシャルがございますので、これを有効

に活かしていきたいというのがこのコンセプトです。 

具体的な事業内容については、現在検討中の段階ですのでイメ

ージをお示しするに留まることになります。まず開館 30 周年に向

けてということで、昨年の夏ごろに市民アンケートや、図書館の

職員、あるいは図書館協議会の委員様方、役員会での検討をしま

して、その中でアイデアを募集しております。たくさんのアイデ

アをいただきましたので今後検討してまいります。例えば、「作家

の講演とワークショップ」を学校と連携して複数の地域で開催す

ることや、「IMARI バーチャル図書館」として、オンラインで電子

書籍の閲覧ができたり、リアルの本の取り寄せもできるような、

バーチャルとリアルと併せ持ったバーチャル図書館の設計ができ
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ないか、あるいは「ギネス認定！100 時間連続絵本の読み語りにチ

ャレンジ」や、高齢者を対象とした「リスキリング講座」や、先

ほど学校教育課からデジタルシティズンシップの話がありました

が、高齢者の皆様方にもそのリテラシーを身に着けていただく「デ

ジボラ」の養成・支援を、民間の企業と協同してできないだろう

かと考えています。以上が開館 30 周年です。 

 次にＧＸ、グリーントランスフォーメーションの拠点化につい

てですが、これについてはハード面とソフト面の二面について検

討しているところです。例えば、今日の市長記者発表の中でも説

明していただきましたが、図書館には南庭と北庭という非常に魅

力的な庭がありますので、南庭の水路に水が流れるようにして子

ども達が水遊びできるように整備したり、あるいは水力発電によ

って屋外にミストシャワーをするとか、そういった快適装置を整

備することを考えています。また、北庭を自然体験型の設備とい

うことで、例えばドームで覆って中に循環型のビオトープを作る

とか、あるいは木漏れ日の差す、滞在性の高い読書デッキを設け

て皆様が楽しめるようにするとか、ハード面ではこのような設計

ができないかと思っています。 

そのほかに、具体的な工事として令和 6 年度に予算を計上させ

ていただいておりますのが、太陽光発電等による電力供給と、そ

の発電の状況を情報パネルによって視覚化していくような設備が

できないかと思っています。この点につきましてはプロジェクト

推進課や環境政策課とも連携しながら進めていきたいと思ってい

ます。また、再生エネルギーを活用し、電力を使って様々な環境

整備にも役立てたいと思います。例えば街路灯や防犯カメラ、給

湯器などに、再生エネルギーで作った電力を使うということです。

ソフト面では、環境教育の資料を十分に増やしていく必要があり

ます。書籍や教材、模型などを整備して学校やコミュニティセン

ター等での活用を促進してまいります。また、環境教育というか

らには、ただ単に自然環境を整えるだけではなく、経済開発や社

会発展といったところにも目を向けることができるような仕組み

が必要だと思います。学校教育課と共同で、例えば学校と図書館

で学べる学習プログラムといったものを作成して先生方に示す。

さらには中・高生のＧＸコンテストなどの普及啓発イベントや、

ＧＸやＤＸを実践研究するグループや団体を伊万里市内にたくさ

ん作るための育成支援や活動の場を提供する。こういったことを

両面備えで進めていければと思っています。 

今後のスケジュールとしましては、プロジェクト推進課や環境
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議長（市長） 

 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民図書館長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（市長） 

 

Ｄ委員 

 

プロジェクト推進課長 

政策課などの関係機関との事前協議でたたき台を作り、市民団体

や有識者、企業や関係機関との継続的な勉強会を行って事業を進

めてまいりたいと思っています。特に図書館は市民と行政が丁寧

に時間をかけて様々な検討をしながら事業を進めていくというス

タイルをこれまでとってきましたので、太陽光発電設備の設置工

事については、令和 6 年度の早い時期に、関係団体の皆さんとの

パートナーシップの運営スタイルをしっかりと堅持しながら、開

館 30 周年とＧＸの拠点化に取り組んでいきたいと思っています。 

 

ただいま、市民図書館から開館 30 周年及びＧＸの拠点化につい

ての説明がありましたが、皆様からのご質問等はありませんでし

ょうか。 

 

太陽光発電設備を設置されるということですが、市民図書館は

確か銅板屋根だったと思います。何年も前ですが調査を依頼され

たことがあって、図書館の屋根を調査しました。その時に太陽光

パネル設置の話が出て、各メーカーに確認したところ銅板と他の

金属は接触腐食を起こし錆びてしまうという回答をもらったので

設置は難しいということでその時は終わったのですが、今回設置

されるということですので、どうやって問題をクリアされたのか、

よかったら教えてください。 

 

令和 6 年度に計画しております太陽光発電のパネルにつきまし

ては、駐車場に部分的にパネルを設置するということで考えてい

ます。それもカーポート式のパネルがいいのか、アスファルトに

路面埋め込み型パネルを設置したほうがいいのか、いろいろと検

討の余地を抱えております。屋根につきましては、屋根自体が老

朽化していることもあり、いくら軽量化が進んだとしても太陽光

パネルの重さには耐えられないだろうということで、屋根に設置

するためには屋根自体の大幅な改修工事を検討しなくてはならな

くなります。これも選択肢としては残しておく必要はあるかと思

います。 

 

他にありませんか。 

 

発電量は何キロワットくらいでしょうか。 

 

現在検討中であり、パネルによっても出力などが違いますが、
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学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年間 3 万キロワットくらい発電できればと思ってはいますが、詳

細は今後検討したいと思います。 

 

他にありませんか。（なし） 

この図書館のＧＸ関係につきましては、私も力を入れたいと思

っています。来年が開館 30 周年となりますが、その時に全ての設

備が出来上がる訳ではないということはご理解いただきたいと思

うのですが、これからの、次の 30 周年に向けての考え方というこ

とで、ぜひ子ども達にＧＸを体験してもらえるような、もしくは

電気エネルギーに代わる運動エネルギーや熱エネルギーなどもあ

りますが、そういったものが体験できるようなものにしたいと思

っています。先ほど水遊びゾーンという話もありましたが、小水

力発電という選択肢もあるかもしれませんし、歩くだけでも電気

はできる訳です。電気というものができるということを体験でき、

そしてその電気が図書館や生活で役に立つんだということを、子

ども達が小さいうちから体験し実感できるようなものにしたいと

思っています。能登半島地震の避難所でもそうですが、Wi-Fi など

通信手段や電気はどうしても必要なものになります。鴻上館長か

ら話がありましたが、この件についてはプロジェクト推進課と環

境政策課と一緒にやっています。令和 6 年度は太陽光発電ですが、

3 億円ほどかけてエアコンの設置や LED 化などもやってきました

し、他にもやりたいことはあります。今年や来年で全てが出来上

がるということではなく、積み重ねていくことになると思います

ので、教育委員の皆さんにも是非ご提案をお願いしたいと思いま

す。 

 ほかにないようですので、次に（4）学校給食費の支援について、

説明をお願いします。 

 

冊子の 7 ページをご覧ください。まず学校給食費改定について

ですが、報道等でも言われていますようにここ数年間は予想以上

のペースで物価が高騰しています。給食の食材費においても同様

であり、給食の質を落とさず、栄養バランスの取れた給食を提供

するためには、給食費を上げざるを得ない状況になっています。

そのような状況から、伊万里市学校給食運営委員会では資料にあ

りますように、令和 5 年度に引き続き令和 6 年度も小学校・義務

教育学校の前期課程で 500 円の増加、中学校・義務教育学校の後

期課程で 600 円の増加を予定しております。計 2 回の改定による

増加額は、小学校・義務教育学校の前期課程で 900 円、中学校・
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義務教育学校の後期課程で 1,100 円という増加となっています。 

令和 5 年度の補助についてですが、学校給食費の増加による子

育て家庭の負担増を軽減するため、当初予算で値上げ分の半分を、

更に 5 月補正予算で残り半分の補助をしていただき、実質、保護

者が負担する給食費は改定前と同額という状況に今年度はなって

います。また先ほど申しましたように予想以上の物価高騰が続い

ておりますので、給食の質を落とさず、栄養バランスの取れた給

食を提供するために、12 月補正予算で食材の購入補助金として 924

万円を支援することとなっています。 

続きまして、令和 6 年度の補助についてです。本日の市長記者

発表の中でも出ておりますが、2 回の給食費改定により小学校・義

務教育学校の前期課程で 900 円、中学校・義務教育学校の後期課

程で 1,100 円の負担増となることから、子育て家庭の負担増を軽

減するために、増加額の半分を補助することとし、令和 6 年度の

当初予算で計上しているところです。予算を可決していただけれ

ば、令和 6 年度の給食費の保護者負担額は、月額で小学校・義務

教育学校の前期課程の児童は 4,550 円、中学校・義務教育学校の

後期課程の生徒は 5,350 円となります。また、新たな取り組みと

して、進学等に向け特に経済的負担が大きい中学 3 年生及び義務

教育学校 9 年生の給食費につきましては全額を補助することとし、

令和 6 年度の当初予算に計上しているところです。 

 

ただいま、学校給食費の支援について説明がありましたが、皆

様からのご質問等はありませんでしょうか。（なし） 

 

無いようですので、私の方から補足的に説明させていただきた

いと思いますので、資料配布をお願いします。本日の記者発表で

話した内容を資料にしております。 

 まず中学 3 年生、義務教育学校の 9 年生の給食費の無償化につ

いてです。考え方としては物価高騰を受けてということですが、

令和 5 年度から給食費の値上げ額の補助をしていますので、令和 6

年度も小学校 1 年生から中学校 2 年生までは継続して支援をした

いと思います。対象となる人数は約 4 千人弱である 3,937 人とな

りますが、この補助に要する経費 2,062 万円を計上したいと思っ

ています。また、中学 3 年生（義務教育学校の 9 年生）の生徒数

は 509 人でありますが、この学年は保護者の経済的負担が大きい

ですので、まずは中学 3 年生と義務教育学校の 9 年生の給食費を

無償化したいと思います。このような話になると、これからも継
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続してできるのかという話になりますが、私としては伊万里市の

年間の収支を見ると繰越金等も発生していますので、それらを教

育振興奨励基金に積み立てていくということで考え、財政課でル

ール作りをさせています。ふるさと納税というものがありますが、

あれは 3 年前の分を使うということで、3 年後を考えながらやって

います。予算がないから今年はできませんということはできませ

んので、必ず 3 年後を考えながら基金を積み立てていくというこ

とで対応したいと思います。今後、国の制度がどうなるのかはわ

かりませんが、伊万里市ではとにかく中学 3 年生への補助、これ

を続けていくことが可能になるだろうと判断をしています。もっ

と余裕があればほかの学年にもという話にもなると思いますが、

まずは中学 3 年生からでも始めるべきだというのが私の気持ちで

す。 

 併せてになりますが、冒頭でもお話をしました子ども第三の居

場所「きらら」を設置するということを報告しています。学校で

も家でもない、子ども達の第三の居場所として「きらら」を設置

したいと思っています。内容としては、安全安心な居場所の提供、

生活習慣形成の支援、進路の相談、それから学習の場としても使

えるようにしたいということで、財源としては全額をＢ＆Ｇ財団

からの助成金ということで考えています。こちらはオンライン環

境なども整備してもらうように話をしていきたいと考えており、

ちょうど 1 年後、来年の 2 月から開設できるような形をとりたい

と思っています。予算額としては 5,240 万円と大きな金額ですが、

全額助成金をいただけるということになりましたので、伊万里市

としても非常にいいものができるのではと思っています。 

 それから、先ほどデジタルシティズンシップ教育についての話

がありました。私は、子ども達にシステムエンジニアになって欲

しいとか、そういうことだけで言っている訳ではありません。あ

らゆる場面でデジタル技術が必要になる時代がもう来ていますの

で、それをいかに利用していけるようになるかということで、デ

ジタルシティズンシップ教育推進事業というものを出していま

す。これについてはセキュリティであったりリテラシーなどもひ

っくるめたものになると思いますが、学校で勉強することももち

ろん大事ですが、伊万里市に来ている IT 関係の企業と一緒になっ

て、ドローンやロボットが動作するような体験ができる事業を進

めたいと思います。併せて高齢者の方にはスマホ教室なども別で

やりたいと思いますが、子ども達が自分で操作する、プログラム

を組む、ドローンを動かすといった体験ができるものをやりたい
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と思います。 

 それから、前回の総合教育会議でもお話ししましたが、市内の

企業の見学についても事業者の方との話も進めてきました。グロ

ーバル企業と呼ばれる大きな企業が伊万里にたくさんありますの

で、そういう所にも興味を持ってもらいたいですし、企業側とし

てもぜひ伊万里の子ども達に見てほしいとのことですので、市内

の小学校や義務教育学校から見学してもらい、伊万里市内の企業

について勉強してもらいたいと思います。伊万里で育ち、勉強し

た子ども達がこれらの企業を見て、そして卒業し、大学や専門学

校に行き、仕事を選ぶということを考えた時に、伊万里にはこう

いう企業があるんだということをやはり見ておいてほしいと思い

ます。 

 それから最後に、カーボン・ニュートラル・ライブラリーにつ

いてです。予算としては 9,471 万円となりますが、まずは太陽光

発電の整備を考えています。図書館でのカーボン・ニュートラル

というのは他にはあまり例がないものではないかと思いますが、

ぜひ図書館を活かした、新しい形として、カーボン・ニュートラ

ル・ライブラリーとしてやりたいと思います。 

 今日、記者発表で説明した資料がありましたので、皆様方にも

お示ししたところです。 

 

今の説明も含め、委員の皆様方から何かご意見等はありません

でしょうか。（なし） 

 

 では、次の報告事項に進みます。今回予算を上げていますが、

国見台公園の総合的な整備について、プロジェクト推進課より説

明をお願いします。 

 

 国見台公園の総合的整備の現状について、ご報告いたします。

本年 1 月 16 日に、庁内の関係部署による国見台公園総合整備推進

検討委員会を設置しています。また、1 月に体育館・武道館の利用

競技団体を対象として意見集約を行ったところです。また、先進

事例地視察ということで、防災機能を持った公園・スポーツ施設

という視点を持って、今月の 14 日から 15 日にかけて大阪府の高

槻市と門真市を、また今週の 20 日には熊本県の菊陽町と山都町を

訪問し、実際の施設を視察してきました。今後、競技団体からの

意見や先進事例地視察で得られた情報を整理し、基本構想、基本

計画に反映させることになるかと思います。なお、今年度中を目
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途に整備の方向性を整理していきたいと考えています。以上です。 

 

 では、先ほど私からも市内企業への小学生の工場見学の件を話

しましたが、それについて担当課からは追加での説明や補足など

はありませんか。（なし） 

 

 それでは、ただいまの報告事項についての質問や、全体的な質

問でも構いませんのでお受けしたいと思います。皆様方から何か

ございませんでしょうか。（なし） 

 

 今回は、当初予算からすると前年と比較してもかなりの金額で

教育費が伸びています。ひとつには国スポが開催されるというこ

ともあるのですが、それ以外にも東山代小とコミュニティセンタ

ーとの複合施設などもありますし、特別教室へのエアコン設置も

あります。また、私がぜひやりたいと思っていたのが、金額はそ

う大きくはないのですが、伊万里小学校のトイレです。今は下水

道に接続されておらず、臭いがしており、この状態はどうしても

許せないと思っていますので、これをぜひ何とかしたいというこ

とで、その調査費も今回計上しています。ほかにも新しい事業が

ありますし、教科書改訂に対応するための予算もあります。先ほ

どプロジェクト推進課からもご説明しました国見台の総合開発に

ついても、今作っている駐車場は国スポで使いますが、その後に

ついても考える必要があります。スポーツは当然ですが、健康、

憩い、そして防災、これらの拠点として国見台の総合的な開発を

行うべきだと思っています。伊万里市の予算も何とか改善してき

たこともありますし、今すべきことの中では、公園を作るという

ことも非常に大事なことだと思います。そういうことを考え、い

ろんな形で教育関係の予算もあげていますので、教育委員会の職

員の大変さもわかるのですが、ぜひ教育委員の皆様方には遠慮な

く意見を言って欲しいと思います。こういった事業は何回もでき

るものではありません。Ｂ委員が言われた太陽光にしても、早く

付けるべきだと思います。国見台体育施設についても、LED 化する

ことによりイニシャルコストはかかりますが、LED 化してしまえば

ランニングコストは 3 割ほど安くなります。目の前を見て安く済

むのではなく、将来的に見て、伊万里市が持続するために必要な

ものは何なのかとしっかり考えて、図書館でも太陽光の利用であ

ったり、自分たちで作れる電気があればそれを利用するなど、そ

ういった取り組みが必要だと思います。そういう意味では、ここ 2
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～3 年かかると思いますが建物が出来上がっていきますので、次は

教育になってくると思います。先ほど学校徴収金のシステムの話

がありましたが、先生たちからも、これはどうにかならないのか

という意見を言っていただきたいと思います。ぜひ教育委員の皆

様方には、これまでのいろいろな経験等を基に、遠慮なく意見を

言っていただければと思います。Ｄ委員いかがでしょうか。 

 

 ずいぶんと教育の方に予算を回してもらってきているなと思

い、嬉しく思います。ここに挙げられていることが実現されてい

くことを期待したいと思います。 

 

 Ｂ委員、何かございませんか。 

 

Ｄ委員がおっしゃったように、教育関係の予算をだいぶあげて

もらっていますし、新しくなるということはワクワクすることな

ので、市もいい方向に進むのではないかと思いました。 

 

 Ｃ委員、いかがでしょうか。 

 

 きららについてはこれからが楽しみですし、図書館についても

ワクワクするようなプランが聞けて、本当にありがたいと思いま

す。 

 

きららが出来た時に、どういう形で運営するのかという部分は

非常に大きいと思いますし、私は非常にいいものができると思っ

ています。Ｂ＆Ｇ財団は元々、体育・運動施設です。私もＢ＆Ｇ

財団の皆さんと話をする中で、子どもの居場所ということであれ

ばやりましょうという話をしました。全国でもいくつか作り始め

ていますので、伊万里の中だけではなく、ほかの施設とのネット

ワークやオンラインでのミーティングなどで繋がってほしいです

し、Ａ委員からもありました、世代の違う人の交流などにも使え

るのではないかと思います。そういう部分からすると、運用方針

などはまだこれから十分に練っていく必要があると思います。単

に小学生や中学生だけではなく、その手前の子だっていますので、

教育委員会と、福祉部門と、子育て部門で連携してやって欲しい

と思います。ですから、予算が通れば、早速内容について詰めて、

精査していきたいと思いますので、これにはぜひ協力してほしい

と思います。来年の今頃は、本当にできてよかったなと言われる
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ようなものにしたいと思います。 

 

ほかに、教育委員会の方からは何かないでしょうか。（なし） 

 事務局の方もいいですか。（なし） 

 

 ないようですね。もうすぐ 3 月になります。3 月には卒業式があ

り、4 月には入学式ということで、学校関係についても大変忙しい

時期だとは思いますが、伊万里市の子ども達のために私も頑張っ

ていきたいと思っていますので、皆様方のご協力をお願いしまし

て、本日の第 2 回総合教育会議を終わりたいと思います。ありが

とうございました。 

 

 

 

（16 時 52 分 終了） 

 


